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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 第８期中間連結会計期間より中間連結財務諸表を作成しておりますので、それ以前については記載しており

ません。また第７期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しており

ません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、、潜在株式は存在するものの１株当たり中

間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

４ 従業員数は、就業人員数を表示しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第８期中 第７期

会計期間

自 平成19年 
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 216,871 635,150

経常損失 (千円) 127,345 42,334

中間(当期)純損失 (千円) 343,401 38,436

純資産額 (千円) 381,519 728,148

総資産額 (千円) 621,720 933,792

１株当たり純資産額 (円) 63,714.01 121,601.31

１株当たり中間(当期）
純損失

(円) 57,348.25 7,088.13

潜在株式調整後 
１株当たり中間（当期）
純利益

(円) ― ―

自己資本比率 (％) 61.4 78.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △47,877 △74,164

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 2,650 △304,594

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 27,896 587,162

現金及び現金同等物 
の中間期末（期末）残高

(千円) 304,266 321,584

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
27
(2)

31
(2)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は第７期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりませ

ん。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社は第７期中間会計期間まで関連会社を有していないため、持分法を適用した場合の投資利益について

は、記載しておりません。 

４ 第６期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、第６期の当社

株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。また、第７期中間会計期間及

び第８期中間会計期間及び第７期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。 

５ 当社は第７期より連結財務諸表を作成しているため、第８期中間会計期間及び第７期の持分法を適用した場

合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動による

キャッシュ・フロー、現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高は記載しておりません。 

６ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」企業会計基

準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自 平成18年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年 
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) 292,535 188,262 597,449 623,052

経常利益 
又は経常損失（△）

(千円) △30,352 △124,126 41,084 △32,844

当期純利益又は 
中間（当期）純損失（△）

(千円) △30,497 △351,201 61,861 △31,043

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ― ― ― ―

資本金 (千円) 470,450 479,450 221,600 479,450

発行済株式総数 (株) 5,808 5,988 4,606 5,988

純資産額 (千円) 718,087 381,112 261,925 735,541

総資産額 (千円) 833,488 611,923 365,052 932,664

１株当たり純資産額 (円) 123,637.71 63,646.02 56,866.05 122,835.94

１株当たり当期純利益又は
１株当たり中間（当期）純
損失（△）

(円) △6,220.11 △58,650.87 13,430.60 △5,724.78

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 86.1 62.3 71.7 78.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △18,718 ― 31,199 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △137,202 ― △43,151 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 482,490 ― 1,098 ―

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 438,482 ― 111,395 ―

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
20 
(4)

19
(2)

23
(3)

24 
(2)



２ 【事業の内容】 

(1) 事業内容の重要な変更 

 ライフスタイル事業は、９月末をもって撤退しております。 

 

(2) 主要な関係会社の異動 

 当中間連結会計期間において、主要な関係会社の異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年9月30日現在 

 
(注)１従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、 

当中間連結会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。 

   ２全社（共通）は、総務及び経理等の経営管理の従業員であります。 

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、当

中間会計期間の平均人員を( )外数で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

ソリューション事業 7(0)

メディア事業 4(2)

ライフスタイル事業 6(0)

その他の事業 8    

全社（共通） 2    

合計 27(2)

従業員数(人)
19 
(2)



第２ 【事業の状況】 

当社は、平成19年９月中間期より中間連結財務諸表を作成することとなったため、前年同期として前期

（第７期）中間期の個別数値を使用しております。なお、前連結会計年度との対比の記載はしておりませ

ん。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間における我が国の経済は、原油価格の高騰や金利の上昇等の懸念材料はあったも

のの、企業収益の改善や設備投資の増加により景気回復傾向にあります。 

当社を取り巻くインターネットビジネス環境は、利用人口の増加に伴いますます拡大を続けており、

サービスの多様化や、顧客ニーズの変化が一段と激しくなっております。このようなインターネットビ

ジネス環境の変革に対応するため、当社では従来からの基幹事業であるインターネットビジネスに特化

した事業再編を行い、早期黒字化に向けた改革を行っております。 

当中間連結会計期間においては、不採算事業であるライフスタイル事業及び子会社（株式会社イーズ

ワン）におけるコンサルティング事業からの撤退を行った結果、事業撤退に関わるコストが発生し、大

幅な損失を計上することとなりました。しかしながら、当社の基幹業務であるソリューション事業およ

びメディア事業については、第２四半期連結会計期間で黒字化しております。 

当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は、売上高216,871千円（前年同期比25.9％減）、営

業損失119,901千円、経常損失127,345千円、中間純損失343,401千円となりました。 

事業の種類別セグメントの営業概況は次のとおりであります。 

  

(ソリューション事業) 

当事業においては、顧客企業に対し、ウェブサイトの制作、ウェブシステムの構築、ＣＭＳ、ＢＬＯ

Ｇ等のパッケージソフトウェアの提供を行っております。当中間連結会計期間においては、金融関連機

関でＣＭＳシステムの採用を頂くなど、業務内容の高度化とともに、大型案件の開発受託による規模の

拡大を進めました。しかし、大型案件のリリースのずれ込み等もあり、売上高は48,702千円（前年同期

比△56.2％）となりました。 

  

(メディア事業) 

当事業分野においては、自社媒体の運営及び、ＳＥＯ、ＳＥＭに関連する他社媒体の販売を行ってお

ります。当中間連結会計期間において、純広告から成果報酬型広告への転換を完了し、自社媒体運用に

よる収益力の改善を行いました。また、ＳＥＯ、ＳＥＭに関して、他社媒体の単純な代理販売業務のみ

でなく、効果的な広告戦略のコンサルティング業務と合わせた複合的マーケティングコンサルティング

を展開するなど、広告販売に関しての技術の高度化及び拡販を行いました。これにより、当事業部門と

して第２四半期連結会計期間での黒字化が行えました。売上高については100,964千円（前年同期比△

29.8％）となりました。 

  

(ライフスタイル事業) 

当事業分野においては、当中間連結会計期間においても黒字化の見込みが立たないことから、平成19

年７月31日開催の当社取締役会において、当該事業からの撤退を決議し、事業の停止及びショールーム



の閉鎖を行いました。当該事業の撤退によるコストが発生したことに伴い、当中間連結会計期間にお

いて、特別損失を計上しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間会計期間末に

比べ134,215千円減少し、304,266千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュフロー) 

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、47,877千円（前中間会計期間は18,718

千円の支出）となりました。これは主として、税金等調整前中間純損失の増加、事業撤退損の計上、売

上債権の増加によるものであります。 

  

(投資活動によるキャッシュフロー) 

当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、2,650千円（前中間会計期間は137,202

千円の支出）となりました。これは主として、定期預金の払戻による収入、投資有価証券の取得による

支出、無形固定資産の取得による支出によるものであります。なお、無形固定資産の取得による支出は

自社サイトの構築費用であります。 

  

(財務活動によるキャッシュフロー) 

当中間連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は、27,896千円（前中間会計期間は

482,490千円の収入）となりました。これは主として短期借入金の増加による収入によるものでありま

す。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

該当事項はありません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
（注）１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ その他の事業については、平成18年11月より開始のため、前年対比は行っておりません。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

   ２ その他の事業については、平成18年11月より開始のため、前年対比は行っておりません。 

   ３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

現在ではモノやサービスがあふれ市場の成熟化が進む中で、個々人のニーズやライフスタイルは多様化

しております。また、インターネットの普及により、必要とする情報を自らWebサイトを通じて入手する

ことがますます容易になってきております。このような環境の中、当グループが対処すべき課題として、

以下を重点的に取り組んでまいります。 

  

(1) 人材の確保 

当グループは、小規模組織であるが故に人的リソースに限度があり、今後事業を拡大するにあたり、人

事業の種類別セグメント 受注高(千円) 前年同期比（％） 受注残高(千円) 前年同期比（％）

ソリューション事業 39,455 33.8 19,638 76.2

メディア事業 105,363 69.6 8,174 108.3

ライフスタイル事業 75,267 121.4 38,808 156.2

その他の事業 7,488 ― 720 ―

合計 227,574 69.0 67,340 115.8

事業の種類別セグメント
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比（％）

ソリューション事業 (千円) 48,702 43.8

メディア事業 (千円) 100,964 70.2

ライフスタイル事業 (千円) 38,594 102.6

その他の事業 (千円) 28,608 ―

合計 (千円) 216,871 74.1

相手先 販売高(千円) 割合(％)

ＡＧＳ株式会社 27,555 12.7



材の質量両面での充実が課題であると考えております。この課題に対しては、販売代理店・アライアン

ス企業とのリレーション強化や、M&A等を通じたキャパシティの拡充を行うことにより、企業自体の信用

力や知名度の向上を図り、優秀な人材を採用していくことに努めてまいります。 

(2) 個人情報管理の強化 

事業拡大に伴い、ビジネスモデル特許等の知的財産権や海外との契約など法務部門の重要性が高まって

おりますが、当社では、平成17年４月１日施行の「個人情報の保護に関する法律（以下、個人情報保護

法）と、インターネット利用者の個人情報に対する意識の高まりに対応すべく体制強化を進めており、平

成19年10月２日にプライバシーマークを取得いたしました。今後も継続してインターネットに対するセキ

ュリティの強化、社内運用による情報管理の強化を進めてまいります。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 提出会社 

 当中間連結会計期間に、以下の重要な設備を取得いたしました。 

 
（注）１ 当中間連結会計期間にて除却を実施しております。 

  

 当中間連結会計期間に、以下の重要な設備を除却いたしました。 

 
（注）１ 金額には消費税等は含まれておりません。 

  ２ ライフスタイル事業より撤退したため除却いたしました。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

 提出会社 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却

等の計画はありません。 

  

事業所名 
(所在地)

事業別の名称 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数 
(人)建物

工具器具備
品

ソフトウェ
ア

敷金 合計

ライフスタイル
事業ショールー
ム 
(東京都渋谷区)

ライフスタ
イル事業

展示場
-

(注)１
-

(注)１
-

- 
(注)１

- 
(注)１

-

事業所名 
(所在地)

事業別の名称 設備の内容

帳簿価額(千円)
従業
員数 
(人)建物

工具器具備
品

ソフトウェ
ア

敷金 合計

本社 
(東京都渋谷区)

ソリューシ
ョン事業

販売用ソ
フトウェ
ア等

- - 23,419 - 23,419 -

ライフスタイル
事業ショールー
ム 
(東京都渋谷区)

ライフスタ
イル事業

展示場
17,953
(注)２

8,980
(注)２

-
8,380 
(注)２

35,313 -

本社 
(東京都中央区)

ライフスタ
イル事業

ＷＥＢサ
イト

- -
43,073
(注)２

- 43,073 -



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
（注）１ 「提出日現在発行数」欄には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使に

  より発行された株式数は含まれておりません。 

（注）２ 平成19年10月17日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が3,800株増加しておりま

  す。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 18,424

計 18,424

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月25日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,988 9,788
札幌証券取引所
(アンビシャス)

―

計 5,988 9,788 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおり

であります。 

  

① 第１回新株予約権(平成15年６月20日定時株主総会決議に基づく平成16年２月25日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができます。 

２ 当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とします。 

  また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。

３ 当該新株予約権の行使及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。ただし、

相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 302（注）１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 604（注）１ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) 100,000（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年４月１日から
平成25年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 100,000
資本組入額 50,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

新規発行または
×

１株当たり払込金額

既発行株式数＋
処分株式数 または処分価額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率



(2) 新株予約権発行時において当社の取締役及び監査役及び顧問及び従業員であった者は、新株予約権行使時

においても当社の役員及び監査役及び顧問及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退

任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでは

ありません。 

(3) 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要します。 

  

② 第２回新株予約権(平成17年６月28日定時株主総会決議に基づく平成17年５月30日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に
ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 
  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができます。 
２ 当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とします。 
  また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。
３ 当該新株予約権の行使及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。 
(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。ただし、

相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 
(2) 新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社の取

締役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある
場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

(3) 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要します。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 22（注）１ 10（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 44（注）１ 20（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 120,000（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成25年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 120,000
資本組入額 60,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

新規発行または
×

１株当たり払込金額

既発行株式数＋
処分株式数 または処分価額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率



③ 第６回新株予約権(平成18年３月29日臨時株主総会決議に基づく平成18年４月29日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。た

だし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

  また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができます。 

２ 当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行または自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とします。 

  また、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円

未満の端数は切り上げるものとします。 
  

   
  さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができるものとします。

３ 当該新株予約権の行使および譲渡に関する事項は次のとおりであります。 

(1) 新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要します。ただし、

相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

(2) 新株予約権発行時において当社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社の

取締役および従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の

ある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

(3) 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要します。 

  

区分
中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数(個) 66（注）１ 53（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 132（注）１ 106（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 150,000（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月30日から
平成25年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 150,000
資本組入額  75,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）３ 同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

新規発行または
×

１株当たり払込金額

既発行株式数＋
処分株式数 または処分価額

調整後払込価額＝調整前払込価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数または処分株式数

調整後払込金額＝調整前払込金額×
1

分割・併合の比率



(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成19年10月17日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が3,800株、資本金及び資本準 

   備金がそれぞれ61,940千円増加しております。 

(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注)１ 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年４月１日～ 
平成19年９月30日

― 5,988 ― 479,450 ― 257,810

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

ＳＥホールディングス・アン
ド・インキュベーションズ㈱

東京都新宿区舟町５番 1,545 25.80

西澤 岳志 東京都渋谷区 522 8.72

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム㈱

東京都渋谷区恵比寿４-20-３ 400 6.68

㈱ピーエスシー 東京都港区芝公園2-2-18 200 3.34

西尾 純吾 東京都葛飾区 196 3.27

斎藤 良正 青森県青森市 171 2.86

エイチエスビーシー バンク 
ピーエルシー クライアンツ 
ノンタックス トリーティ 
（常任代理人 香港上海銀行東
京支店）

8 CANADA SQUARE,LONDON E14 5HQ
（東京都中央区日本橋３－11－１）

169 2.82

ジャフコ・エル弐号投資事業有
限責任組合

東京都千代田区丸の内１-８-２
（㈱ジャフコ内）

156 2.61

ジャフコ・ジー８（ビー）号投
資事業組合

東京都千代田区丸の内１-８-２
（㈱ジャフコ内）

156 2.61

ジャフコ・ジー８（エー）号投
資事業組合

東京都千代田区丸の内１-８-２
（㈱ジャフコ内）

156 2.61

ジャフコ・ジーシー１号投資事
業組合

東京都千代田区丸の内１-８-２
（㈱ジャフコ内）

156 2.61

計 ― 3,827 63.91



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、札幌証券取引所市場アンビシャスにおけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 
5,988

5,988
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 5,988 ― ―

総株主の議決権 ― 5,988 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 95,000 85,000 90,000 88,100 68,900 43,250

最低(円) 78,000 70,100 80,200 62,600 38,700 31,800



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

(3) 当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、初めて中間連結財務諸表を作

成しているため、以下に掲げる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計

算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書については前中間連結会計期間との対比は行っておりませ

ん。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の中間財務諸表については証券

取引法第193条の２の規定に基づき、みすず監査法人により中間監査を受けており、また当中間連結会計

期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年

９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の

規定に基づき、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間会計期間 みすず監査法人 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間 新日本監査法人 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

１ 現金及び預金 195,957 272,333

２ 受取手形及び売掛金 84,823 186,283

３ 有価証券 159,309 250,251

４ たな卸資産 30,759 5,825

５ 繰延税金資産 － 25,357

６ その他 ※１ 17,450 7,286

  貸倒引当金 △195 △87

流動資産合計 488,104 78.5 747,249 80.0

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産 ※２ 7,707 40,598

２ 無形固定資産

(1) ソフトウェア 67,111 117,723

(2) その他 72 1,905

無形固定資産合計 67,183 119,628

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 43,717 0

(2) その他 16,841 26,315

 貸倒引当金 △1,835 -

投資その他の資産合計 58,724 26,315

固定資産合計 133,615 21.5 186,542 20.0

資産合計 621,720 100.0 933,792 100.0



当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

１ 買掛金 49,767 73,827

２ 短期借入金 ※３ 100,000 70,000

３ 一年内返済予定の 

  長期借入金
6,838 5,786

４ 未払費用 32,106 24,597

５ 未払法人税等 1,016 1,765

６ 受注損失引当金 16,777 -

７ その他 12,637 5,453

流動負債合計 219,143 35.2 181,430 19.4

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 21,058 24,214

固定負債合計 21,058 3.4 24,214 2.6

負債合計 240,201 38.6 205,644 22.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 479,450 77.1 479,450 51.4

２ 資本剰余金 257,810 41.5 257,810 27.6

３ 利益剰余金 △352,512 △56.7 △9,111 △1.0

株主資本合計 384,747 61.9 728,148 78.0

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券評価差額金 △3,227 -

  評価・換算差額等合計 △3,227 △0.5 -

 純資産合計 381,519 61.4 728,148 78.0

 負債純資産合計 621,720 100.0 933,792 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 216,871 100.0 635,150 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 197,426 91.0 431,866 68.0

売上総利益 19,444 9.0 203,284 32.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 139,345 64.3 228,975 36.1

営業損失 119,901 △55.3 25,691 △4.1

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 976 843

２ 受取配当金 1,533 -

３ 投資有価証券売却益 1,862 6,375

４ その他 189 4,562 2.1 1,738 8,958 1.4

Ⅴ 営業外費用

１ 本社移転中止費用 8,377 -

２ 株式公開費用 - 23,288

３ その他 3,628 12,006 5.5 2,313 25,602 4.0

経常損失 127,345 △58.7 42,334 △6.7

Ⅵ 特別損失

１ 事業撤退損 ※３ 114,559 -

２ 減損損失 ※４ 52,484 -

３ 固定資産除却損 ※５ 23,419 190,463 87.8 353 353 0.0

税金等調整前中間（当期） 

純損失
317,809 △146.5 42,688 △6.7

法人税、住民税 

及び事業税
235 347

法人税等調整額 25,357 25,592 11.8 △4,600 △4,252 △0.7

中間（当期）純損失 343,401 △158.3 38,436 △6.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

その他有価証

券評価差額金

評価・換算差

額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 479,450 257,810 △9,111 728,148 - - 728,148

当中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 - - △343,401 △343,401 - - △343,401

 株主資本以外の項目の当中間 

 連結会計期間中の変動額(純額)
- - - - △3,227 △3,227 △3,227

 当中間連結会計期間中の 

 変動額合計(千円)
- - △343,401 △343,401 △3,227 △3,227 △346,629

平成19年９月30日残高(千円) 479,450 257,810 △352,512 384,747 △3,227 △3,227 381,519

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 221,600 11,000 29,325 261,925 261,925

当連結会計年度中の変動額

 新株の発行 257,850 246,810 - 504,660 504,660

 当期純損失 - - △ 38,436 △ 38,436 △ 38,436

当連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
257,850 246,810 △ 38,436 466,223 466,223

平成19年３月31日残高(千円) 479,450 257,810 △ 9,111 728,148 728,148



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間（当期）純損失（△） △317,809 △ 42,688

 ２ 減価償却費 7,597 16,492

 ３ 貸倒引当金の増加額（△減少額） 1,942 △2,716

 ４ 受注損失引当金の増加額 16,777 -

 ５ 受取利息及び受取配当金 △2,086 △570

 ６ 支払利息 1,171 650

 ７ 投資有価証券売却益 △1,852 △6,375

 ８ 投資有価証券売却損 764 1,400

 ９ 事業撤退損 114,559 -

 10 減損損失 52,484 -

 11 固定資産除却損 23,419 353

 12 売上債権の減少額（△増加額） 100,971 △58,875

 13 たな卸資産の減少額（△増加額） △26,099 532

 14 仕入債務の増加額（△減少額） △24,512 11,325

 15 その他 4,379 7,014

小計 △48,292 △ 73,456

 16 利息及び配当金の受取額 1,950 298

 17 利息の支払額 △1,186 △ 725

 18 法人税等の支払額 △350 △ 280

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,877 △ 74,164

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 - △ 401,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 150,000 220,004

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △77,210 △ 119,716

 ４ 投資有価証券の売却による収入 31,544 124,692

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △22,046 △ 34,783

 ６ 無形固定資産の取得による支出 △71,972 △ 78,094

 ７ 敷金保証金の差入による支出 △9,736 △ 11,608

 ８ その他 2,072 △ 4,089

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,650 △ 304,594



 

  

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 30,000 52,502

 ２ 長期借入れによる収入 - 30,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △2,104 -

 ４ 株式の発行による収入 - 504,660

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,896 587,162

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 13 1,787

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △17,318 210,189

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 321,584 111,395

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 304,266 321,584



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 １社 

連結子会社名  ㈱イーズワン

連結子会社の数 １社 

連結子会社名  ㈱イーズワン

 平成18年11月28日の会社設立に伴い

当連結会計年度より子会社となりまし

た。

２ 持分法の適用に関する 

  事項

 関連会社及び非連結子会社がないた

め、持分法の適用はありません。

       同左

３ 連結子会社の中間決算日 

  （決算日）等に関する事 

  項

 連結子会社の中間決算日は、中間連

結決算日と一致しております。

 連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関する 

  事項 

 (1) 重要な資産の評価基準 

   及び評価方法

 

 

①有価証券 

 満期保有目的の債券 

   ────────── 

  

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間連結会計期間末日の市場価 

   格等に基づく時価法（評価差額 

   は全部純資産直入法により処理 

   し、売却原価は移動平均法によ 

   り算定）を採用しております。 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用 

   しております。 

②たな卸資産 

  商品 

   移動平均法による原価法を採用 

   しております。 

  仕掛品 

   個別法による原価法を採用して 

   おります。 

  貯蔵品 

   最終仕入原価法を採用しており 

   ます。

 

 

①有価証券

満期保有目的の債券

 償却原価法（定額法）を採用して 

 おります。

その他有価証券

時価のあるもの

  ──────────

  

  

  

  

時価のないもの

       同左  

 

②たな卸資産

商品

       同左 

 

仕掛品

       同左 

 

貯蔵品

       同左

 (2) 重要な減価償却資産の 

   減価償却の方法

 

①有形固定資産
定率法によっております。

 なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

建物 ３～15年
工具器具備品 ４～５年

（会計方針の変更）
 法人税法の改正に伴い、当中間連結
会計期間より、平成19年４月１日以に
取得した有形固定資産について、改正
後の法人税法に基づく減価償却の方法
に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微 
であります。 
（追加情報） 
 なお、平成19年３月31日以前に取得
したものについては、償却可能限度ま
で償却が終了した翌年から５年間で均
等償却する方法によっております。 
 これによる損益に与える影響は軽微
であります。   
②無形固定資産

定額法によっております。

 

①有形固定資産
定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

建物 ３～15年
工具器具備品 ４～５年

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
②無形固定資産

       同左



次へ 

 

なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における見込利用可
能期間（５年）に基づき償却してお
ります。

 (3) 重要な引当金の計上 

   基準

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

貸倒引当金

       同左

受注損失引当金 

 受注プロジェクトの損失に備えるた

め、中間連結会計期間末受注残となる

プロジェクトのうち、発生するプロジ

ェクト原価の見積額が、受注額を超過

することが判明したものについて、中

間連結会計期間以降発生が見込まれる

超過額を計上しております。 

（追加情報） 

 当中間連結会計期間において、請負

契約に基づく進行中の案件の状況を精

査した結果、中間連結会計期間以降に

損失の発生が見込まれる案件が新たに

確認されたため、中間連結会計期間以

降に見込まれる損失額を計上しており

ます。 

 これにより、当中間連結会計期間の

営業損失、経常損失及び税金等調整前

中間純損失はそれぞれ16,777千円増加

しております。

 ─────────────   

 (4) 重要なリース取引の 

   処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

       同左

 (5) その他連結財務諸表 

  作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

       同左

５ 中間連結キャッシュ・ 

  フロー計算書（連結キャ 

  ッシュ・フロー計算書） 

  における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

       同左



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

  
(中間連結損益計算書関係) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※１ 消費税等の取扱い 
 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流
動資産の「その他」に含めて表示しております。

──────────

※２ 有形固定資産の減価償却累計額

11,756千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

                 10,580千円

※３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２
行と当座貸越契約を締結しております。当中間連結
会計年度末における当座貸越契約に係る借入実行残
高は次のとおりであります。 
 

当座預金貸越限度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 -

※３ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３
行と当座貸越契約を締結しております。当連結会計
年度末における当座貸越契約に係る借入実行残高は
次のとおりであります。 
 

当座預金貸越限度額 200,000千円

借入実行残高  70,000千円

差引額 130,000千円

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 相互広告配信に係る取引が次のとおり含まれて

おります。

売上高 29,190千円

売上原価 29,190千円

※１ 相互広告配信に係る取引が次のとおり含まれて

おります。

売上高 65,740千円

売上原価 65,670千円

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

役員報酬 26,755千円

給与手当 33,056千円

支払報酬 24,103千円

貸倒引当金繰入額 2,030千円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要なもの

役員報酬 56,550千円

給与手当 60,858千円

貸倒引当金繰入額 36千円

※３ 事業撤退損は、ライフスタイル事業からの撤退

に伴い発生したものです。

─────

 

※４ 当社グループは、以下の資産について減損損失

を計上いたしました。 

 

内容
金額 

（千円）

メール広告関連ソフトウェア 50,751

コンサルティング事業に 
係わるのれん

1,733

合計 52,484

 当社グループは原則として事業の種類別にグルーピ

ングを行なっております。 

 事業の効率化を図る観点から、収益性が低下しつつ

あるメール広告ビジネスの中止、及び子会社が営んで

るコンサルティング事業からの撤退を決定したため、

上記資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として計上しております。

─────

 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

ソフトウェア 23,419千円
 

※５ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

ソフトウェア 353千円



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 
  

該当事項はありません。 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

平成18年８月18日付公募増資による増加     1,000株 

新株予約権の行使に基づく新株の発行による増加  382株 

  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 5,988 - - 5,988

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 前連結会計期間末

普通株式(株) 4,606 1,382 - 5,988

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

現金及び預金 195,957千円

有価証券 159,309千円

 計 355,266千円

預金期間３ヶ月超の定期預金 △51,000千円

現金及び現金同等物 304,266千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金 272,333千円

有価証券 250,251千円

計 522,584千円

預金期間３ヶ月超の定期預金 △201,000千円

現金及び現金同等物 321,584千円



次へ 

(リース取引関係) 

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

中間期末
残高 
相当額 
（千円）

工具器具備品 2,862 524 2,337

 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額 
（千円）

減価償却 
累計額 
相当額 
（千円）

期末残高 
相当額 
（千円）

工具器具備品 2,862 238 2,624

 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 557千円

１年超 1,804千円

合計 2,361千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 607千円

１年超 2,175千円

合計 2,783千円

 

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 

    相当額

支払リース料 303千円

減価償却費相当額 286千円

支払利息相当額 29千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息 

    相当額

支払リース料 253千円

減価償却費相当額 238千円

支払利息相当額 26千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

          同左 

 

５ 利息相当額の算定方法

          同左



(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容 

 
  
  

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

  
時価評価されていない有価証券の内容 

  

 
  

取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

 その他有価証券

   株式 8,348 7,974 △374

   投資信託 2,913 2,655 △258

   外国投資信託 76,026 73,431 △2,595

計 87,288 84,060 △3,227

内容

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

  非上場株式 0

  マネー・マネジメント・ファンド 62,885

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 46,066

  マネー・リザーブ・ファンド 10,015

合計 118,967

内容

当連結会計年度
(平成19年３月31日)

連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

  非上場株式 0

  外国投資信託 30,145

  マネー・マネジメント・ファンド 120,054

  フリー・ファイナンシャル・ファンド 90,051

  マネー・リザーブ・ファンド 10,000

合計 250,251



(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

    該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

    該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 
  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年２月25日 平成17年５月30日 平成17年10月28日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役４名
当社従業員10名

当社取締役１名
当社従業員13名

当社従業員６名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 1,000 普通株式 164 普通株式 24

付与日 平成16年２月25日 平成17年５月30日 平成17年10月28日

権利確定条件 定めておりません。 同左 同左

対象勤務期間 定めておりません。 同左 同左

権利行使期間
平成16年４月１日
～平成25年６月30日

平成17年７月１日
～平成25年６月30日

平成17年10月28日 
～平成25年６月30日

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年12月26日 平成18年４月29日 平成18年４月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社従業員５名 当社従業員１名
当社取締役５名 
当社従業員７名 
外部協力者13名

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 10 普通株式 ２ 普通株式 148

付与日 平成17年12月26日 平成18年４月30日 平成18年４月30日

権利確定条件 定めておりません。 同左

権利行使時におい
て、上場した日より
12ヵ月経過している
ことを要する。

対象勤務期間 定めておりません。 同左 同左

権利行使期間
平成17年12月26日
～平成25年６月30日

平成18年４月30日
～平成25年６月30日

平成18年４月30日 
～平成25年６月30日



前へ   次へ 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

 
   （注）平成17年９月30日付で１株につき２株の株式分割を行っております。上記株式数は当該 

   調整後の株式数を記載しております。 

  

② 単価情報 

 
  

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年２月25日 平成17年５月30日 平成17年10月28日 平成17年12月26日 平成18年４月29日 平成18年４月29日

権利確定前

 期首(株) - - - - - -

 付与(株) - - - - - 148

 失効(株) - - - - - 16

 権利確定(株) - - - - - -

 未確定残(株) - - - - - 132

権利確定後

 期首(株) 876 140 16 10 2 -

 権利確定(株) - - - - - -

 権利行使(株) 264 92 16 8 2 -

 失効(株) 8 4 - 2 - -

 未行使残(株) 604 44 0 0 0 -

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成16年２月25日 平成17年５月30日 平成17年10月28日 平成17年12月26日 平成18年４月29日 平成18年４月29日

権利行使価格
(円)

100,000 120,000 120,000 120,000 120,000 150,000

行使時平均株価
(円)

299,318 510,000 510,000 510,000 510,000 -

付与日における
公正な評価単価
（円）

- - - - - -



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業の区分は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各事業の主な内容 

      メディア事業……………インターネット広告販売等 

      ソリューション事業……Webシステムの開発、構築、保守、運用等 

      ライフスタイル事業……住宅設備機器の販売等 

      その他の事業……………情報セキュリティコンサルティング等（㈱イーズワン） 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 
(注) １ 事業の区分は、提供するサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２ 各事業の主な内容 

      メディア事業……………インターネット広告販売等 

      ソリューション事業……Webシステムの開発、構築、保守、運用等 

      ライフスタイル事業……住宅設備機器の販売等 

      その他の事業……………情報セキュリティコンサルティング等（㈱イーズワン） 

  

ソリュー 
ション事業 
(千円)

メディア事業
(千円)

ライフ 
スタイル 

事業 
(千円)

その他の 
事業 

(千円)
計(千円)

消去又は 
全社 

(千円)
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

48,702 100,964 38,594 28,608 216,871 - 216,871

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

- - - 1,106 1,106 (1,106) -

計 48,702 100,964 38,594 29,715 217,977 (1,106) 216,871

営業費用 56,309 115,185 119,671 46,945 338,111 (1,339) 336,772

営業損失 7,606 14,220 81,077 17,229 120,133 232 119,901

ソリュー 
ション 
事業 

(千円)

メディア 
事業 
(千円)

ライフ 
スタイル 

事業 
(千円)

その他の 
事業 

(千円)
計(千円)

消去又は 
全社 

(千円)
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に 
対する売上高

213,119 286,105 123,827 12,097 635,150 - 635,150

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高

- - - 375 375 (375) -

計 213,119 286,105 123,827 12,472 635,525 (375) 635,150

営業費用 123,539 332,005 183,908 21,963 661,418 (575) 660,842

営業利益又は 
営業損失(△)

89,580 △45,900 △60,082 △9,490 △25,893 200 △25,691



【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ 

  ん。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ 

  ん。 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係） 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

 
  

（注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

２ １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 63,714.01円 １株当たり純資産額 121,601.31円

１株当たり中間純損失 57,348.25円 １株当たり当期純損失 7,088.13円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり中間純
損失であるため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失
であるため記載しておりません。

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
（千円）

381,519 728,148

普通株式に係る純資産額（千円） 381,519 728,148

普通株式の発行済株式数（株） 5,988 5,988

普通株式の自己株式数（株） - -

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

5,988 5,988

項目
当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 343,401 38,436

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る中間（当期）純損失（千円） 343,401 38,436

期中平均株式数（株） 5,988 5,422

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり中間（当期）純利益の金額に含めなかった
潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株
予約権の数390個）。これ
らの詳細は「第４提出会
社の状況、１株式等の状
況、(2)新株予約権等の状
況」に記載の通りであり
ます。

新株予約権３種類（新株
予約権の数390個）。これ
らの詳細は「第４提出会
社の状況、１株式等の状
況、(2)新株予約権等の状
況」に記載の通りであり
ます。



前へ 

(重要な後発事象) 

 
  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 平成19年10月1日開催の当社取締役会において、以下の

とおり第三者割当による新株式発行を決議し、平成19年10

月17日に払込は完了いたしました。当該第三者割当増資の

実施により、ＳＥホールディングス・アンド・インキュベ

ーションズ株式会社が当社の親会社に該当することとなり

ました。 

(1)発行新株式数 

                  普通株式 3,800株 

(2)発行価額  

                １株につき 32,600円 

(3)発行価額の総額 

                   123,880,000円 

(4)資本組入額の総額 

                    61,940,000円 

(5)申込期日 

                                   平成19年10月10日 

(6)払込期日 

                          平成19年10月17日 

(7)割当先及び株式数 

 ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

株式会社                  3,800株 

(8)資金の使途 

 今回の第三者割当により調達した資金については、新規

性の高いＷｅｂシステムの開発費、メディア事業の媒体開

発費及び、当社のインターネット事業の拡大のためのヒュ

ーマンリソースの強化費用に充てることを予定しておりま

す。

──────────



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 558,487 195,278 267,779

 ２ 受取手形 1,550 2,300 700

 ３ 売掛金 136,220 73,957 177,808

 ４ 有価証券 - 159,309 250,251

 ５ たな卸資産 7,118 30,759 4,441

 ６ 繰延税金資産 20,757 - 23,199

 ７ その他 ※1 4,271 17,263 9,394

   貸倒引当金 △ 70 △195 △87

   流動資産合計 728,334 87.4 478,672 78.2 733,485 78.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※2 9,874 7,274 40,067

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア 81,622 67,179 117,723

  (2) その他 72 72 72

   無形固定資産合計 81,694 67,251 117,795

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 - 43,717 -

  (2) 保証金 9,303 11,509 9,303

  (3) その他 7,033 19,978 32,012

    貸倒引当金 △ 2,752 △16,481 -

   投資その他の資産 
   合計

13,584 58,724 41,315

   固定資産合計 105,153 12.6 133,250 21.8 199,179 21.4

   資産合計 833,488 100.0 611,923 100.0 932,664 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 62,641 48,441 72,504

 ２ 短期借入金 ※3 13,328 100,000 70,000

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

- 6,838 5,786

 ４ 未払費用 24,476 26,639 18,723

 ５ 未払法人税等 1,126 926 1,705

 ６ 受注損失引当金 - 16,777 -

 ７ その他 13,827 10,130 4,190

   流動負債合計 115,400 13.9 209,753 34.3 172,909 18.5

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 - 21,058 24,214

   固定負債合計 - - 21,058 3.4 24,214 2.6

   負債合計 115,400 13.9 230,811 37.7 197,123 21.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 470,450 56.4 479,450 78.4 479,450 51.4

 ２ 資本剰余金

  (1)資本準備金 248,810 257,810 257,810

   資本剰余金合計 248,810 29.8 257,810 42.1 257,810 27.7

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益 
    剰余金

   繰越利益剰余金 △ 1,172 △352,919 △1,718

   利益剰余金合計 △ 1,172 △ 0.1 △352,919 △57.7 △1,718 △0.2

   株主資本合計 718,087 86.1 384,340 62.8 735,541 78.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価
差額金

- - △3,227 -

   評価・換算差額等合
計

- - △3,227 △0.5 - - 

   純資産合計 718,087 86.1 381,112 62.3 735,541 78.9

   負債純資産合計 833,488 100.0 611,923 100.0 932,664 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 ※１ 292,535 100.0 188,262 100.0 623,052 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 195,121 66.7 163,893 87.1 423,863 68.0

   売上総利益 97,413 33.3 24,369 12.9 199,189 32.0

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

105,067 35.9 127,273 67.6 215,590 34.6

   営業損失  7,654 △2.6 102,903 △54.7 16,400 △2.6

Ⅳ 営業外収益 ※２ 1,031 0.4 4,853 2.6 9,158 1.5

Ⅴ 営業外費用 ※３ 23,729 8.1 26,076 13.8 25,602 4.1

   経常損失  30,352 △10.3 124,126 △65.9 32,844 △5.2

Ⅵ 特別損失 ※４ - - 203,730 108.2 353 0.1

   税引前中間 
   （当期）純損失

 30,352 △10.3 327,857 △174.1 33,197 △5.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

145 145 287

   法人税等調整額 - 145 0.1 23,199 23,344 12.4 △2,442 △2,154 △0.3

   中間（当期） 
   純損失

30,497 △10.4 351,201 △186.5 31,043 △5.0



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 221,600 11,000 29,325 261,925 261,925

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 248,850 237,810 － 486,660 486,660

 中間純損失 － － △30,497 △30,497 △30,497

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

248,850 237,810 △30,497 456,163 456,163

平成18年９月30日残高(千円) 470,450 248,810 △1,172 718,087 718,087

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
その他有価証
券評価差額金

評価・換算差

額等合計資本準備金

その他利益 

剰余金

繰越利益 

剰余金

平成19年３月31日残高(千円) 479,450 257,810 △1,718 735,541 － － 735,541

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 － － △351,201 △351,201 － － △351,201

株主資本以外の項目の中間期会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － △3,227 △3,227 △3,227

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

－ － △351,201 △351,201 △3,227 △3,227 △354,429

平成19年９月30日残高(千円) 479,450 257,810 △352,919 384,340 △3,227 △3,227 381,112

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) 221,600 11,000 29,325 261,925 261,925

事業年度中の変動額

 新株の発行 257,850 246,810 － 504,660 504,660

 当期純損失 － － △31,043 △31,043 △31,043

事業年度中の変動額合計 

(千円)
257,850 246,810 △31,043 473,616 473,616

平成19年３月31日残高(千円) 479,450 257,810 △1,718 735,541 735,541



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間純損失(△) △30,352

   減価償却費 7,029

   貸倒引当金の増加額 18

   受取利息及び受取配当金 △52

   支払利息 302

   売上債権の増加額 △10,361

   たな卸資産の増加額 △759

   仕入債務の増加額 139

   未払消費税等の減少額 △3,384

   未払金の減少額 △207

   未払費用の増加額 8,393

   その他資産の減少額 447

   その他負債の増加額 10,961

   その他 △335

    小計 △18,160

   利息及び配当金の受取額 52

   利息の支払額 △320

   法人税等の支払額 △290

   営業活動によるキャッシュ・フロー △18,718

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △200,000

   定期預金の払戻による収入 100,000

   有形固定資産の取得による支出 △2,047

   無形固定資産の取得による支出 △34,188

   その他 △966

   投資活動によるキャッシュ・フロー △137,202



 
  (注)前中間会計期間および前事業年度は、中間連結キャッシュ・フロー計算書および連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため 

    記載しておりません。 

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減少額 △4,170

   株式の発行による収入 486,660

   財務活動によるキャッシュ・フロー 482,490

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 518

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 327,087

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 111,395

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 ※1 438,482



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

    ────────

  

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

    ────────

  

  

  

  

  

   

    

 時価のないもの

 移動平均法によ

る原価法を採用し

ております。

(1) 満期保有目的の債券

────────

  

(2) その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期間末日

の市場価格等に基

づく時価法（評価

差額は全部純資産

直入法により処理

し、売却原価は移

動平均法により算

定）を採用してお

ります。

時価のないもの

同左

(1) 満期保有目的の債券

償 却 原 価 法（定 額

法）を採用しており

ます。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

    ────────

  

  

  

  

  

  

  

時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基

準及び評価方法

(1) 商品

 移動平均法による

原価法を採用してお

ります。

(1) 商品

同左

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

 個別法による原価

法を採用しておりま

す。

(2) 仕掛品

同左

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

 終仕入原価法を

採用しております。

(3) 貯蔵品

同左

(3) 貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却

の方法

 

(1) 有形固定資産

 定率法によっており

ます。

 なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物 ３～１５年

工具器具 

備品
４～５年

 
 

(1) 有形固定資産

 定率法によっており

ます。

 なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物 ３～１５年

工具器具 

備品
４～５年

（会計方針の変更）
 法人税法の改正に伴い、
当中間会計期間より、平成
19年４月１日以降に取得し
た有形固定資産について、
改正後の法人税法に基づく
減価償却の方法に変更して
おります。 
 これによる損益に与える
影響は軽微であります。  
（追加情報） 
 なお、平成19年３月31日
以前に取得したものについ
ては、償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法に
よっております。 
 これによる損益に与える
影響は軽微であります。  

 

(1) 有形固定資産

 定率法によっており

ます。

 なお、主な耐用年数

は以下のとおりであり

ます。

建物 ３～１５年

工具器具 

備品
４～５年

(2) 無形固定資産

 定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左



 
  

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 なお、自社利用のソ

フトウェアについて

は、社内における見込

利用可能期間(５年) に

基づき償却しておりま

す。

４．引当金の計上基準 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

──────── 受注損失引当金

 受注プロジェクトの損失

に備えるため、中間会計期

間末受注残となるプロジェ

クトのうち、発生するプロ

ジェクト原価の見積額が、

受注額を超過することが判

明したものについて、中間

会計期間以降発生が見込ま

れる超過額を計上しており

ます。 

（追加情報） 

 当中間会計期間におい

て、請負契約に基づく進行

中の案件の状況を精査した

結果、中間会計期間以降に

損失の発生が見込まれる案

件が新たに確認されたた

め、中間会計期間以降に見

込まれる損失額を計上して

おります。 

 これにより、当中間会計

期間の営業損失、経常損失

及び税引前中間純損失はそ

れぞれ16,777千円増加して

おります。

────────

５．リース取引の処理方

法

 ────────  リース物件の所有権が 

借主に移転すると認めら 

れるもの以外のファイナ 

ンス・リース取引につい 

ては、通常の賃貸借取引 

に係る方法に準じた会計 

処理によっております。

同左

６．中間キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

 手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ価

値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資

からなっております。

──────── ────────

７．その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のため

の基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日

前事業年度
(自 平成18年４月１日



 
  

表示方法の変更 

 
  

至 平成18年９月30日) 至 平成19年９月30日) 至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準）
 当中間会計期間より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第５号 平成
17年12月９日）及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準適用
指針第８号 平成17年12月９日）を
適用しております。
 従来の資本の部の合計に相当する
金額は718,087千円であります。
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間における中
間貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。

────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基
準」（企業会計基準第５号 平成17
年12月９日）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」（企業会計基準適用指
針第８号 平成17年12月９日）を適
用しております。

これまでの資本の部の合計に相当
する金額は735,541千円でありま
す。

なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表
の純資産の部については、改正後の
財務諸表等規則により作成しており
ます。

────────── ────────── (ストック・オプション等に関する
会計基準） 
 当事業年度より「ストック・オプ
ション等に関する会計基準」（企業
会計基準委員会平成17年12月27日
企業会計基準第８号）及び「ストッ
ク・オプション等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会

終改正平成18年５月31日 企業会
計基準適用指針第11号）を適用して
おります。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

────────── 前中間会計期間において投資その他の資産の「その
他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」(前
中間会計期間０千円）は、資産総額の100分の５超とな
ったため、当中間会計期間より区分掲記しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※１ 消費税等の取扱い

       同左

─────────

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

8,568 千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

11,583千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計

額

        10,506千円

※３ 運転資金の効率的な調整を行

うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当

中間会計期間末における当座貸

越契約に係る借入実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 10,000千円

差引額 90,000千円

※３ 運転資金の効率的な調整を行

うため、取引銀行２行と当座貸

越契約を締結しております。当

中間期会計期間末における当座

貸越契約に係る借入実行残高は

次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 -

※３ 運転資金の効率的な調整を行

うため、取引銀行３行と当座貸

越契約を締結しております。当

事業年度末における当座貸越契

約に係る借入実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額 200,000千円

借入実行残高 70,000千円

差引額 130,000千円



(中間損益計算書関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 相互広告配信に係る取引が次 

  のとおり含まれております。

売上高 25,940千円

売上原価 25,970千円
 

※１ 相互広告配信に係る取引が次 

  のとおり含まれております。

売上高 29,190千円

売上原価 29,190千円
 

※１ 相互広告配信に係る取引が次

のとおり含まれております。

売上高 65,740千円

売上原価 65,670千円

 

※２ 営業外収益の主要項目

為替差益 892千円

※２ 営業外収益の主要項目

投資有価証券売
却益

1,862千円

受取配当金 1,533千円

有価証券利息 749千円
 

※２ 営業外収益の主要項目

投資有価証券売
却益

6,375千円

為替差益 1,513千円

※３ 営業外費用の主要項目

支払利息 302千円

公開関連費 23,288千円

※３ 営業外費用の主要項目

貸倒引当金繰入額 14,646千円

事務所移転中止費用 8,377千円
 

※３ 営業外費用の主要項目

公開関連費 23,288千円

─────────

 

※４ 特別損失の主要項目

事業撤退損 114,599千円

減損損失 50,751千円

固定資産除却損 23,419千円

 

※４ 特別損失の主要項目

固定資産除却損 353千円

───────── ５ 事業撤退損は、ライフスタイル

事業からの撤退に伴い発生したもの

であります。

─────────

─────────

 

６ 減損損失

 当社は、以下の資産について減損

損失を計上いたしました。

内容
金額

（千円）
メール広告関連のソ
フトウェア

50,751千円

 当社は原則として事業の種類別に

グルーピングを行っております。

 事業の効率化を図る観点から、収

益性が低下しつつあるメール広告ビ

ジネスの中止を決定したため、上記

資産について、帳簿価格を回収可能

価格まで減額し、当該減少額を減損

損失として計上しております。

─────────

───────── ７ 固定資産除却損の内訳は、次の 

 とおりであります。

ソフトウェア 23,419千円

７ 固定資産除却損の内訳は、次の 

 とおりであります。

ソフトウェア 353千円

８ 減価償却実施額

有形固定資産 1,400千円

無形固定資産 5,629千円

８ 減価償却実施額

有形固定資産 3,059千円

無形固定資産 4,340千円

８ 減価償却実施額

有形固定資産 3,338千円

無形固定資産 13,080千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 

  
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

平成18年8月18日付公募増資による増加 1,000株 

新株予約権の行使に基づく新株の発行による増加 202株 
  

  
２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  
当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 
  

 該当事項はありません。 

  

  

(中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
  (注)前中間会計期間および前事業年度は、中間連結キャッシュ・フロー計算書および連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため 

    記載しておりません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 4,606 1,202 ─ 5,808

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 558,487千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △120,004千円

現金及び現金同等物 438,482千円



(リース取引関係) 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ──────────

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却

累計額 

相当額 

（千円）

中間期末

残高 

相当額 

（千円）

工具器具

備品
2,862 524 2,337

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額

相当額 

（千円）

減価償却 

累計額 

相当額 

（千円）

期末残高 

相当額 

（千円）

工具器具

備品
2,862 238 2,624

 

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 557千円

１年超 1,804千円

合計 2,361千円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 607千円

１年超 2,175千円

合計 2,783千円

 

 

３ 支払リース料、減価償却費相当 

額及び支払利息相当額

支払リース料 303千円

減価償却費相当額 286千円

支払利息相当額 29千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 253千円

減価償却費相当額 238千円

支払利息相当額 26千円

 ４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

     同左

 ５ 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

５ 利息相当額の算定方法

     同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日) 

時価評価されていない主な有価証券の内訳 

 
  

当中間会計期間末(平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

当中間会計期間については、中間連結財務諸表の注記として記載しているため、記載しておりませ

ん。 

  

前事業年度末(平成19年３月31日) 

当事業年度については、連結財務諸表の注記として記載しているため、記載しておりません。 

中間貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

  非上場株式 0



(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

(1) ストック・オプションの内容 

当中間会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 
  

 
（注）１ 権利確定条件は次のとおりであります。 

(1)新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社の取締

役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合

ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

   ２ 権利確定条件は次のとおりであります。 

(1)新株予約権発行時において当社の取締役及び従業員であった者は、新株予約権行使時においても当社の取締

役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合

ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの限りではありません。 

(2)新株予約権の行使時において、株式上場日から12ヶ月経過していることを要します。 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

    当中間会計期間については中間連結財務諸表の注記として記載しているため、記載しており  

   ません。 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

    前事業年度については連結財務諸表の注記として記載しているため、記載しておりません。 

  

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

    当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

    当事業年度については連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

  

平成18年４月第５回
ストック・オプション

平成18年４月第６回 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 １名
当社の取締役５名、当社従業員 
７名、外部協力者13名

株式の種類別のストック・オプ
ションの付与数

普通株式 ２株 普通株式 148株

付与日 平成18年４月29日 平成18年４月29日

権利確定条件 (注）１ (注）２

対象勤務期間 ─ ─

権利行使期間
自 平成18年４月30日
至 平成25年６月30日

自 平成18年４月30日
至 平成25年６月30日

権利行使価格 120,000円 150,000円

付与日における公正な評価単価 ─ ─



(１株当たり情報) 

 
  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
   

２ １株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 123,637.71円 １株当たり純資産額 63,646.02円 １株当たり純資産額 122,835.94円

１株当たり 
中間純損失金額

6,220.11円
１株当たり 
中間純損失金額

58,650.87円
１株当たり
当期純損失金額

5,724.78円

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、１株当
たり中間純損失が計上されているた
め記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益金額については、１株当
たり中間純損失が計上されているた
め記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式は存在するものの１株当たり当期 
純損失が計上されているため記載し
ておりません。

項目

前中間会計期間

（自 平成18年４月１日

 至 平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年９月30日）

前事業年度

（自 平成18年４月１日

 至 平成19年３月31日）

中間貸借対照表の純資産の部の合計額

（千円）
718,087 381,112 735,541

普通株式に係る純資産額（千円） 718,087 381,112 735,541

普通株式の発行済株式数（株） 5,808 5,988 5,988

普通株式の自己株式数（株） - - -

１株当たり純資産額の算定に用いら 

れた普通株式の数（株）
5,808 5,988 5,988

前中間会計期間 

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

当中間会計期間 

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

中間（当期）純損失（千円） 30,497 351,201 31,043

普通株主に帰属しない金額（千円） - - -

普通株式に係る中間（当期）純損失 

（千円）
30,497 351,201 31,043

期中平均株式数(株) 4,903 5,988 5,422

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益金額の

算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類（新株

予約権の数484個）。こ

れらの詳細は「第４提出

会社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等

の状況」に記載の通りで

あります。

新株予約権３種類（新株

予約権の数390個）。こ

れらの詳細は「第４提出

会社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等

の状況」に記載の通りで

あります。

新株予約権３種類（新株

予約権の数390個）。こ

れらの詳細は「第４提出

会社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等

の状況」に記載の通りで

あります。



(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

 

 

 平成18年11月20日開催の取締役会

において、以下のとおり子会社を設

立することを決議いたしました。 

(1)設立の目的

 当社ソリューション事業で

培ったノウハウ、スキルを活

用し、セキュリティビジネス

に参入するため。

(2)設立する会社の名称、事業内容

及び規模

名  称 株式会社イーズ

ワン

事業内容 情報セキュリテ

ィマネジメント

に関するコンサ

ルティング及び

構築支援業務等

規  模 資本金 

15,000千円

(3)設立の時期

平成18年11月28日

(4)取得する株式数、取得価額及び

取得後の議決権比率

取得株式数 300株

取得価額 15,000千円

取得後の 
議決権比率

100.0％

 平成19年10月1日開催の当社取締

役会において、以下のとおり第三者

割当による新株式発行を決議し、平

成19年10月17日に払込は完了いたし

ました。当該第三者割当増資の実施

により、ＳＥホールディングス・ア

ンド・インキュベーションズ株式会

社が当社の親会社に該当することと

なりました。

(1)発行新株式数

普通株式 3,800株

(2)発行価額

１株につき 32,600円

(3)発行価額の総額

123,880,000円

(4)資本組入額の総額

61,940,000円

(5)申込期日

平成19年10月10日

(6)払込期日

平成19年10日17日

(7)割当先及び株式数

ＳＥホールディングス・アン

ド・インキュベーションズ株式

会社 3,800 株

(8)資金の使途

 今回の第三者割当により調達した

資金については、新規性の高いＷｅ

ｂシステムの開発費、メディア事業

の媒体開発費及び、当社のインター

ネット事業の拡大のためのヒューマ

ンリソースの強化費用に充てること

を予定しております。

─────────



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第７期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に

提出。 

(2)有価証券届出書（第三者割当による株式の発行）およびその添付書類 

平成19年10月1日関東財務局長に提出。 

(3)臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）の規定に基づく臨時報告書を

平成19年10月17日関東財務局長に提出。 

(4)有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記（1）有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年12月20日関東財務局長に提出。 

  

該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社イージーユーズ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社イージーユーズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社イージーユーズ及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキ

ャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成19年10月17日に第三者割当増資による払込みが完了し、SEホールデ

ィングス・アンド・インキュベーションズ株式会社が親会社に該当することになった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  菅  原  隆  志  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  千  葉  達  也  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成18年12月15日

株 式 会 社 イ ー ジ ー ユ ー ズ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社イージーユ

ーズの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第7期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社イージーユーズの平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30

日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成18年11月20日開催の取締役会決議において、全額出資による子会社を設

立することを決議した。 

 ２．「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載されているとおり、会社は当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用し

て、中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 菅 原 隆 志 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 千 葉 達 也 

      



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月21日

株式会社イージーユーズ 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社イージーユーズの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第８期事業年度

の中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社イージーユーズの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているも

のと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、平成19年10月17日に第三者割当増資による払込みが完了し、SEホールデ

ィングス・アンド・インキュベーションズ株式会社が親会社に該当することになった。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  菅  原  隆  志  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  千  葉  達  也  ㊞

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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